
暮らし・各種手続き

今月のトピックス

【問合せ】 保険 2階20番　☎ 06-4394-9956

【問合せ】 保険 2階20番　☎ 06-4394-9956

国民健康保険では、保険料の計算をするために、す
べての加入者と世帯主の所得状況を把握する必要
があります。
該当する世帯には、「国民健康保険料のための所得
申告書」を送付していますので、書類が届いた方は
必ず提出してください。

〈ご注意〉
所得の不明な方がいる世帯は、保険料の軽減（7・5・
2割軽減）が適用できません。税の申告が不要な場合
であっても、必ず国民健康保険料算定にかかる所得
の申告を行ってください。

「国民健康保険料のための
所得申告書」の提出を

【問合せ】 大正区コミュニティセンター
　　　　☎ 06-6553-5511

令和8年4月から令和9年3月における、区役所2階
の区民ギャラリー・区民ロビーへの出展団体を募集
します。出展を希望する団体は、日程調整を行いま
すので次の日時に会場へお越しください。

令和8年度 区民ギャラリー・
区民ロビー出展団体募集

国民健康保険の加入（資格取得）や脱退（資格喪
失）のいずれの場合も、必ず14日以内に区役所で
手続きを行ってください。（マイナ保険証をお持ちの
方も手続きが必要です。） 

国民健康保険への加入または
脱退の手続きについて

行政オンライン

国民健康保険への加入手続きが必要な場合
●退職等により会社等の健康保険を脱退
●会社等の健康保険の扶養家族からはずれた
●任意継続の期間が満了

国民健康保険からの脱退手続きが必要な場合
●就職等により会社等の健康保険に加入
●会社等の健康保険の扶養家族になった

〈インターネットでの脱退（資格喪失）の手続き〉
会社等の健康保険へ新たに加入した場合のみ、国
民健康保険の脱退（資格喪失）の手続きをインター
ネット（大阪市行政オンラインシステム）で申請でき
ます。

日 時 3月19日（木） 10:00
場 所

区役所以外に、梅田サービスカウンターでもマイナ
ンバーカードの電子証明書の更新や暗証番号の再
設定ができるようになりました。
ただし、マイナンバーカードの紛失等による電子証
明書の再発行など、有料となる手続きは取り扱って
いませんのでご注意ください。

電子証明書の更新について
●電子証明書の有効期限：カード発行

日から5回目の誕生日まで
●有効期限の通知：有効期限の2～3か

月前に通知書が届く

梅田サービスカウンターでも
マイナンバーカード電子証明書
の更新ができます

詳しくはこちら

【問合せ】 住民登録 2階24番　☎ 06-4394-9965

●梅田サービスカウンター
場 所 大阪駅前ダイヤモンド地下街

（ディアモール大阪地下1階）

電話番号 06-6345-0874
開設時間 平日 9:00～19:00

土日祝 10:00～19:00

災害協力に関する協定を締結しました
大正区役所とカネシロ油業株式会社は、令和8年1月20日（火）に「災害時
における燃料の供給に関する協定」を締結しました。
この協定は、大正区内で大規模な災害が発生したときに、国の支援が届く
までの間、防災拠点としての機能を維持するために、区庁舎の非常用電源
などに必要となる燃料の供給体制を整備するものです。

津波避難ビルの協力に関する協定を
締結しました
大正区役所では、南海トラフ巨大地震などによる津波の発生に備え、令和8年
1月23日（金）に「手原産業倉庫大正センター」を津波避難ビルとして使用する
ことについて、所有者である株式会社手原産業倉庫と「津波災害または水害
時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定」を締結しました。
この協定は、津波災害等が発生、ま
たはその恐れがある時に指定緊急
避難場所（津波避難ビル）として地
域の皆さんなどが避難できるよう定
めたものです。

※緊急時以外の無断立ち入りはご遠慮ください。

大正区役所では、これからも地域の皆さまや関係機関のご協力のもと、災害協力体制の強化や、津波避難ビルの確保などを進め、
災害に強いまちづくりに努めます。津波避難ビルの拡充にご協力いただける事業所や建築主の皆さまにおかれましては、担当まで
お問い合わせください。

【問合せ】 防災防犯 4階41番 　☎ 06-4394-9958

名　称
所在地
避難可能時間

避難可能人数

手原産業倉庫大正センター
平尾1丁目2番56号

名　称
所在地

カネシロ油業株式会社
小林西1丁目18番16号

営業時間中
（8:00～23:00）

254名（2階会議室・食堂・廊下）

　　　　　　大正会館 2階第3会議室

（左）村田大正区長
（右）カネシロ油業株式会社

　　平山代表取締役

津波避難ビルに
ついてはこちら

2 令和8年
月号
20263 本紙は毎月1日から5日に全世帯へ配布しています。お手元に届かない場合は、配布委託事業者までご連絡ください。

〈配布委託事業者〉株式会社ベックオン ☎06-6563-7681  FAX 06-6563-7682

以下は広告スペースです。広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。


